
政治家の寄附は、禁止されています。また、暑中見舞等時候の挨拶状
（答礼のための自筆のものを除く。）を出すことも禁止されています。
議員等政治家が、お祭り、親睦旅行会、会合などの行事に寄附や差し入れ等をしたり、お祝い金（出産・新築等）、贈り
物（お中元・お歳暮等）をすることは、公職選挙法により罰則をもって禁止されており、要求した人も罰せられます。

葛飾区議会公式サイト http://www.katsushika-kugikai.jp/

今
回
の
定
例
会
で
は
、
９
名
の

議
員
か
ら
区
政
一
般
質
問
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
３０
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）
を
は
じ
め

と
す
る
区
長
提
出
議
案
等
１８
件
と
、

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
さ
ら
な
る
普
及

推
進
を
求
め
る
意
見
書
（
下
欄
参

照
）
な
ど
、
議
員
提
出
議
案
３
件

が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

可
決
さ
れ
た
意
見
書
（
要
旨
）

今
回
の
定
例
会
で
は
次
の
意
見
書
３
件
を
可
決
し
、
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
さ
ら
な
る
普
及
推
進
を
求
め
る
意
見
書

政
府
に
お
い
て
は
、
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
あ
る
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
さ
ら
な
る
普
及
推
進
を
図
る
た
め
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
取
り
組
む
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

「
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
推
進
事
業
」
な
ど
、
自
治
体
が
行
う
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
普
及
や
理
解
促
進
の
取
り

組
み
に
対
し
て
の
財
政
的
な
支
援
を
今
後
も
充
実
さ
せ
る
こ
と
。

関
係
省
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
公
共
広
告
の
活
用
な
ど
、
国
民
へ
の
さ
ら
な
る
情
報
提
供
や
普
及
、
理
解

促
進
を
図
る
こ
と
。

鉄
道
事
業
者
な
ど
自
治
体
を
越
境
し
て
い
る
公
共
交
通
機
関
で
は
、
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
導
入
の
連
携
が
難
し

い
状
況
に
あ
る
た
め
、
今
後
は
ス
ム
ー
ズ
な
導
入
が
図
れ
る
よ
う
国
と
し
て
の
指
針
を
示
す
こ
と
。

旧
優
生
保
護
法
に
よ
る
不
妊
手
術
の
被
害
者
救
済
を
求
め
る
意
見
書

昭
和
２３
年
に
施
行
さ
れ
た
旧
優
生
保
護
法
は
、
知
的
障
害
や
精
神
疾
患
を
理
由
に
本
人
の
同
意
が
な
く
て

も
不
妊
手
術
を
認
め
て
い
た
。
同
法
は
、
平
成
８
年
に
障
害
者
差
別
に
該
当
す
る
条
文
を
削
除
し
て
母
体
保

護
法
に
改
正
さ
れ
た
。
厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
、
旧
法
の
も
と
で
不
妊
手
術
を
受
け
た
障
害
者
ら
は
約

２
５
０
０
０
人
。
こ
の
う
ち
、
本
人
の
同
意
な
し
に
不
妊
手
術
を
施
さ
れ
た
の
は
１
６
４
７
５
人
と
報
告
さ

れ
て
い
る
。
旧
法
の
も
と
で
不
妊
手
術
を
受
け
た
障
害
者
ら
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

我
が
国
に
お
い
て
も
早
急
な
救
済
措
置
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
取
り
組
む
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

国
は
、
速
や
か
に
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
不
妊
手
術
の
実
態
調
査
を
行
う
こ
と
。

そ
の
際
、
都
道
府
県
の
所
有
す
る
「
優
生
保
護
審
査
会
」
の
資
料
な
ど
の
保
全
を
図
る
と
と
も
に
、
資
料

保
管
状
況
の
調
査
を
行
う
こ
と
。
併
せ
て
個
人
が
特
定
で
き
る
資
料
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
心
情
に
配
慮
し

つ
つ
、
で
き
る
限
り
幅
広
い
範
囲
で
収
集
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

旧
法
改
正
か
ら
２０
年
以
上
が
経
過
し
て
お
り
、
関
係
者
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
的
確
な
救

済
措
置
を
一
刻
も
早
く
講
じ
る
こ
と
。

日
本
年
金
機
構
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書

莫
大
な
個
人
情
報
を
管
理
す
る
機
関
が
二
度
に
わ
た
っ
て
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
問
題
を
引
き
起
こ
し
た

こ
と
は
、
年
金
制
度
や
個
人
情
報
保
護
制
度
の
信
頼
を
損
ね
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
複
雑
化
し
た
年
金
制

度
を
正
確
か
つ
公
正
に
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
年
金
機
構
は
、
信
頼
回
復
の
た
め
に
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
対
策
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
取
り
組

む
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

外
部
有
識
者
の
調
査
組
織
に
よ
り
、
本
事
案
の
業
務
プ
ロ
セ
ス
を
徹
底
的
に
検
証
す
る
こ
と
。

委
託
業
者
の
作
業
進
捗
管
理
手
法
や
納
品
物
の
検
証
・
監
査
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

日
本
年
金
機
構
が
保
有
す
る
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
電
話
番
号
等
の
個
人
情
報
保
護
の
あ
り
方
を
再

検
討
す
る
こ
と
。

第２回定例会
本会議（一般質問等）
議会運営委員会理事会

本会議（一般質問、議案の付託・議決等）
常任委員会（保健福祉）
議会運営委員会

常任委員会（保健福祉、建設環境、文教、総務）

特別委員会（地域活性化対策、危機管理
対策、都市基盤整備）

議会運営委員会
本会議（議案の議決等）

６月 １２日

１３日

１４～１９日

２１～２５日

２７日
２８日
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ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
さ
ら
な
る
普
及

推
進
を
求
め
る
意
見
書
を
可
決

主な内容 ２・３面…一般質問 ４面…可決された議案ほか

曳舟川親水公園のあじさい ※平成３０年６月撮影




